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法人税率引き下げと地方法人課税 
～政府税調の議論から～ 



























法人事業税と外形標準課税 



















法人税率引き下げとその他の地方税 















地方法人課税改革 



平成26年度税制改正の意義 

• 平成26年度与党税制改正大綱は、都市自治体
に影響を及ぼすいくつかの重要な決定を行った 

• 消費税率を5％から8％へ引き上げる正式決定

直後の税制改正だったこともあって、長年の懸
案事項が次々と俎上に上った 

• 結果、従来の税制の延長線上での微調整では
なく、「租税構造の改革」にかかわる決定が次々
と行われた点で画期的な税制改正だった 

• とりわけ重要なのは、次の2点 
 



地方法人課税改革 

【消費税率8％への引き上げ時】 
• 現行の「地方法人特別税譲与税」を縮小、それ
を都道府県税である「法人事業税」として復元 

• 消費税率引上げにともなう税収の自治体間格差
拡大に対処するため、市町村民税でもある「法
人住民税」の一部を地方交付税原資化 

【消費税率10％への引き上げ時】 
• 現行の「地方法人特別税譲与税」を廃止 
• 法人住民税の地方交付税原資化をさらに進める
ことによって、税収の自治体間格差拡大に対処 
 



税源交換論 
【地方交付税の原資】 
• 所得税・酒税の32％、法人税の34％、消費税の29．5％、

たばこ税の25％からなっている 
【税源交換論】 
• 税収の偏在性の大きい地方法人課税を「交付税原資」とし、

遍在性の小さな地方消費税を、地方税収とする 
• 当初、地方が法人税収を自発的に交付税原資として供出

する代わりに、現在交付税原資となっている同額の消費
税収を地方税収として獲得することを目指していた 

• だが、現実にはこのような改革の実現は難しい 
• 今回は消費税率引き上げにともなって地方消費税収が増

えるタイミングに合わせ、それを地方税収として確保する
一方、法人住民税を交付税原資に繰り入れ、結果として
「税源交換論」が狙っていたのと同じ効果を実現した 



改革の背景要因 

【小泉政権下における三位一体改革】 
• 税源の豊かな「交付税不交付団体」は、超過財源が
増加してメリットを享受できたが、他方で、税源に乏
しい「交付税交付団体」は、税源移譲と引き換えに
国庫支出金を削減されたことでかえって歳入総額は
減少 

 

【リーマンショック前の法人税収格差拡大】 
• 次ページ図を参照 



地方法人税収格差の拡大 



分割基準変更による対応の限界 

• 戦後高度経済成長の過程で、時間の経過ととも
に、産業構造や法人立地の動態が、農山村部を
より多く抱える自治体にとって税収上不利な方
向へ 

• その背後には、本社機能の大都市集中、とりわ
け東京への集中という要因 

• 以上の要因に対処するため「分割基準の変更」
が行われた 

• しかし、産業構造が製造業中心からサービス産
業中心に移行したことで、製造業を念頭に置い
て行われていた「変更」そのものが効力を失った 



法人事業税の分割基準の推移 



産業構造の転換と基準変更 
【第1の変化：昭和37年度(1962年度) 】 
• 「資本金1億円以上法人の本社管理部門の従業者数については1／2」 
• 工場等が多く立地する地方自治体に税収が配分されるよう工夫した 

【第2の変化：平成元年度(1989年度) 】 
• 「資本金1億円以上の法人の工場の従業者数については1.5倍」 
• 工場従業員数のウェイトを高めることで、工場等が多く立地する自治体

により多くの税収を配分しようとした 

【第3の変化：平成17年度(2005年度) 】 
• 「本社管理部門の従業者数1／2措置は廃止」、非製造業では、「事業所」

に代えて「事務所」を指標として新たに採用 
• IT化、アウトソーシング化で、必ずしも自社従業員者数が事業規模を表す

指標ではなくなってきたため、従業者数1／2圧縮措置が意義・効果を失
い、廃止された 

• 宅配業やコンビニ業などのサービス産業では、集荷事務所や店舗など事
務所の展開が、事業規模を示す指標としてより有効になってきた 



「偏在性」問題をどうするか 

• 地方法人課税の国への「返上論」も唱えられる
なか、地方全体として法人課税を保持し続ける
のであれば、今後それをどのように活用するの
か、再考すべき 

• 独立税が理想だが、難しければ「遍在性」問題を
地方法人課税の枠内に留めるのではなく、地方
税制全体で問題を解決することが模索されてよ
い 

•  「地方法人特別税・譲与税」は、平成20年度
(2000年度)にこの「税源交換論」を念頭に置きな
がら、消費税率引き上げまでの暫定措置として
導入された 



地方法人特別税・譲与税の創設 



地方法人特別税・譲与税の問題点 

• 法人事業税の国税化をめぐって、丁寧な議論が
行われ、その課税根拠をめぐる議論がしっかり
行われた形跡はない 

• そのため、この税に関する法令や各種文書では
つねに、本税は「抜本的税制改革までの暫定的
措置」と明記 

• 特に独立税たる地方税が突然国税化され、再配
分原資に回された点には、大きな違和感 

• 東京都税制調査会は、法人事業税の復元を要
求 
 



地財審「地方法人課税のあり方等に
関する検討会」報告書 

• 税源交換の実現を基本目標とし、現行の「地方法人
特別税・譲与税」は廃止するが、たんに法人事業税
に復元するだけでなく、同時に法人事業税の付加価
値割を拡大することを検討 

• 税源交換において供出する財源、つまり交付税の
原資とする財源としては「法人住民税法人税割」を
検討すべき 

 
【その根拠】 
 ［1］この税の偏在性が法人事業税よりも高い 
 ［2］この税が市町村税でもあり、市町村間での税源偏在と財  
   政力格差が、都道府県間より大きいことから再分配効果 
   が大きく、この税を活用すべき 



まとめ：法人2税の役割分担 
【法人事業税の来歴】 
• 昭和25年にシャウプ勧告に基づき、応益的な所得型「附加価値税」として

出発 
• しかし、実務上の困難、赤字でも課税されることへの反発、そして中小法

人の過重な負担などの理由で実際には施行できず、失敗に終わった 
• これを受けて昭和29年(1954年)、「法人利潤」を課税ベースとする新しい

法人事業税を導入 
• 平成16年(2004年)に、資本金1億円以上の法人に対して外形標準課税を

導入 

【法人課税の役割分担】 
• これに対して法人住民税は、法人利潤に対する国と地方の共有税であり、

応益課税というよりも、包括的所得税、つまり応能課税の一環とみること
ができる 

• だとすれば、当該法人の所在地とその法人が納付する法人住民税収の
帰着地が異なるという問題は、法人住民税の場合、法人事業税の場合
ほど大きくない 
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